
 
予算上限に達し次第、 

受付を終了します。 

申請はお早めにお願いします。 

 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金について【情報提供】 

 
１ 趣旨 

４月１日から申請受付を開始した「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」の案内チラ

シを作成しましたので、配付します。 
※蛍光灯の製造・輸出入は令和９年末までに段階的に廃止されます。まだ LED 照明への切

り替えをされていない自治会町内会館におかれましては、ぜひ、補助金を活用いただき、

LED 照明への切り替えを御検討ください。 
 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】御承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 
 

３ チラシについて 

チラシ１ 「令和８年度も自治会町内会館の脱炭素化を応援します！」 

チラシ２ 「令和９年末までに一般照明用の蛍光灯製造・輸出入が終了します」 

【自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の概要】 

・活動の拠点である自治会町内会館等に、省エネ設備等の導入に必要な経費の一部を補助 

・申請期間：令和８年４月１日（水）～10月 30日（金） 

・補助率・補助上限額 

補助メニュー 補助率 補助上限額 

LED照明器具 ※１ 

２／３ 

60万円 

省エネエアコン 130万円 

断熱窓など 

太陽光発電設備  

蓄電池 

200万円 ※２ 

詳細は、市 Webページ掲載の「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」

を御覧ください。申請様式についてもダウンロードが可能です。 

 横浜市 会館脱炭素  検索 
 

 

補助対象などに関するお問合せ・申請窓口・訪問アドバイザー事前予約 

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課（事務委託先） 

電  話：０４５－４５１－７７４０ 

受付時間：平日 9:00～17:00  

市連会５月定例会説明資料 

令 和 ８ 年 ５ 月 1 2 日 

市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

市民局地域支援部地域活動推進課 

担当 大内（康）、戸田 

電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 

   

※２ 蓄電池は太陽光発電設備との併用に限る

（補助上限額は、合算での上限額）。 

 

(市Webページ) 

※１ 電球形ＬＥＤランプのみの交換も対象 

区連会 資料２－８ 
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令和８年４月発行

自治会町内会館の脱炭素化を応援します！

対象団体

申請期限

自治会町内会（地区連合町内会を含む）会館を所有している※

まで

横浜市 会館脱炭素

令和8年 金10月30日 金

60万円
補助上限額

130万円
補助上限額

対象
製品

対象
製品 エ ア コ ンエ ア コ ン

いずれかの実施でも申請ができます。
※断熱窓：会館の状況により、補助基準に合う
　製品が見当たらない場合はお問合せください。

200 万円
補助上限額

合算で

断熱窓など断熱窓などLED照明器具LED照明器具

省エネ性能
4.0

LTE-R0211

省エネ性能
2.4

ARC-R0409

断熱窓
太陽光
発電設備 蓄電池

電球形 LED ランプのみの
交換も対象

統一省エネラベル省エネ性能
★2.4 つ以上

家庭用

業務用

対象製品の要件、申請手続き等
の詳細は「募集案内」をご確認
ください。

対象
製品

※会館を自己所有していない場合や、集合住宅等の集会所を活動の拠点と
　している町内会等も補助対象となる場合があります。
　詳しくは募集案内をご確認ください。

統一省エネラベル：家電の省エネ性能を分かりやすくラベルで表示したもの。星の数が多いほど省エネ性能が高いことを表しています。

APF省エネ基準達成率

目標年度2027年度 ％

この製品を１年間使用した場合の目安電気料金

円

ARC-R0409

○○○

○○,○○○

○.○

目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地
域により異なります。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、
住宅性能等）や電力会社等により異なります。
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

4.0
省エネ性能

・統一省エネラベル省エネ性能★４つ以上
・省エネ型製品情報サイト未掲載の場合
  トップランナー基準達成製品　

※予算上限に達し次第、申請受付を終了します。

トップランナー基準達成製品

（トップランナー基準達成製品）

横浜市は 2030 年度までの
温室効果ガス排出量 50%
削減を目指しています

横浜市  自治会町内会館
脱炭素化推進事業補助金

令和８年12月25日までの整備完了報告が対象

�
�補

助
率

令和８年度も

蛍光灯は令和９年末で製造廃止予定のため、
今後品薄となることが予想されます。
今のうちに LED への交換をご検討ください。
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設備導入後、アンケートや普及啓発の取組に協力いただくことがあります。

エアコン 断熱窓LED 照明器具
年間 CO₂排出量

手
続
き
の
流
れ

出典：スマートライフおすすめBOOK2023年度（2012年製品の年間消
費電力量部分）
※今回の対象製品（令和 6年１月時点）の平均値との比較
※年間電気代は、年間消費電力量に電力料金目安単価 31円 /kWh（税込）
を乗じて算出
※電力のCO₂排出係数は 0.45kg-CO₂/kWhで算出

出典：民間事業者が一般公開しているシミュレーションによる
※躯体の断熱性能は、リフォームの場合は昭和 55 年省エネ基準適合レベル
でそろえて算出
※年間電気代は、年間消費電力量に電力料金目安単価 31 円 /kWh（税込）
を乗じて算出
※電力のCO₂排出係数は 0.45kg-CO₂/kWhで算出
※戸建て、窓 10枚で算出した数値

出典：スマートライフおすすめBOOK2023年度（蛍光灯シーリングライ
トの年間消費電力量部分）
※今回の対象製品（令和 6年１月時点）の平均値との比較
※年間電気代は、年間消費電力量に電力料金目安単価 31円 /kWh（税込）
を乗じて算出
※電力のCO₂排出係数は 0.45kg-CO₂/kWhで算出

１台あたり 冷暖房費削減効果
（施工前との比較）

１台あたり

約38kg削減！
年間電気代

年間消費電力量（kWh/ 年）

約2,600 円 おトク！

蛍光灯
シーリングライト

LED
シーリングライト

136
kWh

52
kWh

年間 CO₂排出量

約53kg削減！
年間電気代

年間消費電力量（kWh/ 年）

約3,700 円 おトク！

901
kWh 783

kWh

年間 CO₂排出量

約340kg削減！
年間電気代

約23,600 円 おトク！
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申請書提出・問合せ・訪問アドバイザー事前予約

事業実施主体：横浜市市民局地域活動推進課

外からの熱をシャットアウト
中の涼しい空気を逃さない

外からの冷気をシャットアウト
中の暖かい空気を逃さない

20232012

※一定条件のもと、住宅での使用を想定したものであり、自治会町内会館の実際の使用状況により、導入効果は異なります。

夏 冬

建築士が会館を訪問し、設備導入の際の工事内容、付帯工事の有無、
注意点に関するアドバイスを実施（１時間程度）。
相談・訪問にかかる料金は無料です。
※ 訪問する建築士は、横浜市が契約をしている事業者です。現地訪問は、調整の上、土・日曜日、
    祝日も可能。ただし、アドバイザー派遣まで、２週間ほどお時間をいただきます。
※ 事前の調整なしに、横浜市の派遣により事業者が訪問することはありません。
※ アドバイザーは、特定の事業者を紹介することはできません。

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課

電話 045-451-7740
E メール　

※おかけ間違いにご注意ください
※ご来社の際は、事前にご予約ください。
yokohama-shoene@yokohama-kousya.or.jp

事務委託先

受付時間
平日 9:00～17:00

申請方法 :
Ｅメール･郵送･委託先の横浜市住宅
供給公社の窓口への持参（予約制）

申請期限 :
令和８年 10月 30日（金）

なお、見積徴収・契約する事業者は
横浜市内の事業者である必要があり
ます。「募集案内」を必ずご確認くだ
さい。

アドバイザー派遣のご相談



LED照明への切り替えは

補助制度に関するお問合せ（事務委託先）

令和９年末
一般照明用の の 製造・輸出入が

までに

蛍光灯
終了します

市内の自治会町内会館にLED照明器具や省エネエアコン等を

設置する場合に があります

令和８年度

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金

圧倒的な省エネ・電気代削減につながります

をご検討ください！

横浜市住宅供給公社街づくり事業課
電 話：045-451-7740
Eメール：yokohama-shoene@yokohama-kousya.or.jp

令和８年４月１日より申請受付中

事業実施主体：横浜市市民局地域活動推進課

２

補助の概要は、同封のリーフレットをご覧ください
※予算上限に達し次第、申請受付を終了します。

３
－ 補助



事業実施主体：横浜市市民局地域活動推進課

施工案作成
対象製品・工事内容・予算等の確認、事業者へ見積依頼

自治会町内会としての意思決定（総会・定例会等での確認）
会の意思決定

申請に必要な書類等の作成
申請準備

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課

045-451-7740

詳細はこちら

横浜市 会館脱炭素

まずはお電話ください！

補助金 申請までの３ステップ

30万円なら20万円補助！
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